
議案第５８号

(総則)

第１条 令和７年度昭和村下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第２条 令和７年度昭和村下水道事業会計予算第３条で定めた収益的収入及び支出を次の

とおり補正する。

第１款 下水道事業収益 268,276 千円 235 千円 268,511 千円
第２項 営業外収益 215,777 千円 205 千円 215,982 千円
第３項 特別利益 11,868 千円 30 千円 11,898 千円

第１款 下水道事業費用 266,181 千円 205 千円 266,386 千円
第１項 営業費用 247,193 千円 205 千円 247,398 千円

（資本的支出の補正）

第３条 令和７年度昭和村下水道事業会計予算第４条で定めた資本的支出を次のとおり補正

する。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４４，８５６千円は、損益勘定

留保資金４２，２６８千円、利益剰余金２，５８８千円で補てんするものとする。）

第１款 204,036 千円 30 千円 204,066 千円
第１項 建設改良費 24,670 千円 30 千円 24,700 千円

令和７年１２月　３日　　提出
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令和７年度 昭和村下水道事業会計補正予算（第２号）



（単位：千円）

既決予算額 補正予算額 計 備考

1 268,276 235 268,511

2 営 業 外 収 益 215,777 205 215,982

2 他 会 計 補 助 金 122,398 205 122,603

3 特 別 利 益 11,868 30 11,898

1 そ の 他 特 別 利 益 11,868 30 11,898

（単位：千円）

既決予算額 補正予算額 計 備考

266,181 205 266,386

1 営 業 費 用 247,193 205 247,398

5 総 係 費 6,686 205 6,891

（単位：千円）

既決予算額 補正予算額 計 備考

1 204,036 30 204,066

1 建 設 改 良 費 24,670 30 24,700

1 建 設 改 良 費 24,667 30 24,697

下 水 道 事 業
資 本 的 支 出

資本的支出

款 項 目

1

令和７年度昭和村下水道事業会計補正予算実施計画
収益的収入及び支出

収　　　　　入

款 項 目

支　　　　　出

款 項 目

下 水 道 事 業
費 用

下 水 道 事 業
収 益

 １



（単位：千円）

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）

減価償却費 136,102

引当金の増減額（△は減少）

長期前受金戻入額 △93,375

受取利息及び受取配当金

支払利息

未収金の増加額（△は増加） △ 3,041

未払金の減少額（△は減少） △2,039

固定資産除却損

小計

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

業務活動によるキャッシュ・フロー

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △24,698

無形固定資産の取得による支出

国庫補助金等による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

一般会計からの繰入金等による収入 137,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

資金増加額（又は減少額）

資金期首残高

資金期末残高

60,239

3

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

8,088

21

46,613

47,515

令和７年度下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

△11,543

8,700

△179,366

△33,311

902

△14,486

45,756

13,155

△3

14,486

 ２



１　総　　括 (単位：千円)

(単位：千円)

２　給料及び手当の増減額の明細 (単位：千円)

4,811 910 5,721

給　　与　　費　　明　　細　　書

区 分 職 員 数 (人)

給与費 法　定
合 計

報 酬 給 料 手 当 計 福利費
備　　考

合 計

補正後 1 2,989 2,017 5,006 920 5,926

比較 0 0 131 64 195 10 205

補正前 1 2,858 1,953

時 間 外
勤務手当

寒冷地
手当

期 末
手 当

勤 勉
手 当

管理職員
特別手当

児 童
手 当

区 分
扶 養
手 当

管理職
手 当

通 勤
手 当

住 居
手 当

500

比 較 0 0 0 0 0 0 33

300 37 593 499

手 当
の

内 訳

退  職
給付費

補正後

31 0 0 0

500

補正前 24

2,017

1,953

64

24 300 37 626 530

区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明 備 考

その他の増減分

手 当 64

制度改正に伴う増減分 64 人事院勧告に伴う増 期末手当、勤勉手当

給 料 131

給与改定に伴う増減分 131 人事院勧告に伴う増

昇給に伴う増加分

その他の増減分

 ３



（単位：千円）
１　固定資産

(1) 有形固定資産 4,257,576
有形固定資産減価償却累計額 271,645 3,985,931
有形固定資産合計 3,985,931

(2) 無形固定資産
ア リース資産
イ その他無形固定資産
無形固定資産合計

(3) 投資その他の資産
ア 基金 10,109
イ その他の投資

投資合計 10,109
固定資産合計 3,996,040

２　流動資産
(1) 現金預金 47,515
(2) 未収金 8,200

貸倒引当金
(3) その他流動資産

流動資産合計 55,715
資産合計 4,051,755

３　固定負債
(1) 企業債

ア
建設改良費等の財源に
充てるための企業債

723,407

企業債合計 723,407
固定負債合計 723,407

４　流動負債
(1) 一時借入金
(2) 企業債

ア
建設改良費等の財源に
充てるための企業債

179,366

企業債合計 179,366
(3) 未払金 20,000
(4) 賞与等引当金 688

流動負債合計 200,054
５　繰延収益

長期前受金 2,167,078
長期前受金収益化累計額 186,652
繰延収益合計 1,980,426
負債合計 2,903,887

６　資本金
(1) 資本金

ア 固有資本金 1,096,030
イ 繰入資本金
ウ 組入資本金
資本金合計 1,096,030

７　剰余金
(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額
イ 工事負担金
ウ 寄附金
エ 補助金
オ その他資本剰余金
資本剰余金合計 0

(2) 利益剰余金
ア 減債積立金
イ 利益積立金 43,750
ウ 建設改良積立金
エ 当年度未処分利益剰余金 8,088
利益剰余金合計 51,838
剰余金合計 51,838
資本金合計 1,147,868
負債資本合計 4,051,755

令和7年度下水道事業予定貸借対照表
（令和8年3月31日）

 ４



（単位：千円）
既決予算額 補正予算額 計 備考

1
下 水 道 事 業
収 益

236,032 235 236,267

2 営 業 外 収 益 191,003 205 191,208
2 他会計補助金 112,686 205 112,891

1 他 会 計 補 助 金 112,686 205 112,891 一般会計補助金 205
3 特 別 収 益 11,868 30 11,898

1 11,868 30 11,898
1 その他特別利益 11,868 30 11,898 基金繰入金 30

（単位：千円）
既決予算額 補正予算額 計 備考

1 224,827 205 225,032
1 営 業 費 用 207,410 205 207,615

5 総 係 費 5,861 205 6,066
1 給 料 2,858 131 2,989 職員給料 131
2 手 当 1,089 43 1,132 期末勤勉手当 43
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額 364 21 385 賞与引当金繰入金 21
5 法 定 福 利 費 610 7 617 共済組合負担金 7
6 法定福利費引当金繰入額 300 3 303 法定福利費引当金繰入金 3

（単位：千円）
既決予算額 補正予算額 計 備考

1 26,163 30 26,193
1 建 設 改 良 費 14,668 30 14,698

1 14,667 30 14,697
2 燃 料 費 70 30 100 燃料費 30

支　　出

款
下 水 道 事 業
費 用

浄化槽事業建
設改良費

令和７年度 昭和村 下水道事業会計補正予算明細書

収益的収入及び支出

収　　入

款 項 目 節

その他特別利
益

項 目
下 水 道 事 業
資 本 的 支 出

（農業集落排
水事業）

（農業集落排
水事業）

（戸別浄化槽
事業）

節款

資本的支出

項 目 節

 ５


